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学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

◎
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
九
章

（
略
）

第
一
章
～
第
九
章

（
略
）

第
十
章

雑
則
（
第
四
十
三
条

第
四
十
六
条
）

第
十
章

雑
則
（
第
四
十
三
条

第
四
十
五
条
）

－
－

附
則

附
則

（
学
部
）

（
学
部
）

第
三
条

学
部
は
、
専
攻
に
よ
り
教
育
研
究
の
必
要
に
応
じ
組
織
さ
れ
る
も
の
で
あ

第
三
条

学
部
は
、
専
攻
に
よ
り
教
育
研
究
の
必
要
に
応
じ
組
織
さ
れ
る
も
の
で
あ

つ
て
、
教
育
研
究
上
適
当
な
規
模
内
容
を
有
し
、
教
員
組
織
、
教
員
数
そ
の
他
が

つ
て
、
教
育
研
究
上
適
当
な
規
模
内
容
を
有
し
、
学
科
目
又
は
講
座
の
種
類
及
び

学
部
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

数
、
教
員
数
そ
の
他
が
学
部
と
し
て
適
当
な
組
織
を
も
つ
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と

す
る
。

（
教
員
組
織
）

（
教
員
組
織
）

第
七
条

大
学
は
、
そ
の
教
育
研
究
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

第
七
条

大
学
は
、
そ
の
教
育
研
究
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
学
科
目
制
、
講

、
教
育
研
究
組
織

授
与
す
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
に
応
じ

必
要
な
教
員
を
置
く

座
制
又
は
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

の
規
模
並
び
に

、

も
の
と
す
る
。

（
削
除
）

２

学
科
目
制
は
、
教
育
上
必
要
な
学
科
目
を
定
め
、
そ
の
教
育
研
究
に
必
要
な
教

員
を
置
く
制
度
と
す
る
。

（
削
除
）

３

講
座
制
は
、
教
育
研
究
上
必
要
な
専
攻
分
野
を
定
め
、
そ
の
教
育
研
究
に
必
要

な
教
員
を
置
く
制
度
と
す
る
。

２

大
学
は
、
教
育
研
究
の
実
施
に
当
た
り
、
教
員
の
適
切
な
役
割
分
担
の
下
で
、

（
新
設
）

組
織
的
な
連
携
体
制
を
確
保
し
、
教
育
研
究
に
係
る
責
任
の
所
在
が
明
確
に
な
る

よ
う
に
教
員
組
織
を
編
制
す
る
も
の
と
す
る
。

３

大
学
は
、
教
育
研
究
水
準
の
維
持
向
上
及
び
教
育
研
究
の
活
性
化
を
図
る
た
め

４

大
学
は
、
教
育
研
究
水
準
の
維
持
向
上
及
び
教
育
研
究
の
活
性
化
を
図
る
た
め

、
教
員
の
構
成
が
特
定
の
範
囲
の
年
齢
に
著
し
く
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す

、
教
員
の
構
成
が
特
定
の
範
囲
の
年
齢
に
著
し
く
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
学
科
目
制
）

第
八
条

削
除

第
八
条

教
育
上
主
要
と
認
め
ら
れ
る
学
科
目
（
以
下
「
主
要
学
科
目
」
と
い
う
。

）
は
、
原
則
と
し
て
専
任
の
教
授
又
は
助
教
授
が
担
当
す
る
も
の
と
し
、
主
要
学

科
目
以
外
の
学
科
目
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
専
任
の
教
授
、
助
教
授
又
は
講
師

【参考】
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が
担
当
す
る
も
の
と
す
る
。

２

演
習
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
を
伴
う
学
科
目
に
は
、
な
る
べ
く
助
手
を
置
く

も
の
と
す
る
。

（
講
座
制
）

第
九
条

削
除

第
九
条

講
座
に
は
、
教
授
、
助
教
授
及
び
助
手
を
置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

講
座
の
種
類
に
よ
り
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
講
師
を
置
き
、
又
は
助
教
授

若
し
く
は
助
手
を
欠
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

講
座
は
、
原
則
と
し
て
専
任
の
教
授
が
担
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
授
業
科
目
の
担
当
）

第
十
条

大
学
は
、
教
育
上
主
要
と
認
め
る
授
業
科
目
（
以
下
「
主
要
授
業
科
目
」

第
十
条

削
除

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
専
任
の
教
授
又
は
准
教
授
に
、
主
要
授
業

科
目
以
外
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
な
る
べ
く
専
任
の
教
授
、
准
教
授
、
講
師
又

は
助
教
に
担
当
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

大
学
は
、
演
習
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
を
伴
う
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
、
な

る
べ
く
助
手
に
補
助
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

(

専
任
教
員
）

（
専
任
教
員
）

第
十
二
条

教
員
は
、
一
の
大
学
に
限
り
、
専
任
教
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

教
員
は
、
一
の
大
学
に
限
り
、
専
任
教
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

２

専
任
教
員
は
、
専
ら
前
項
の
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
に
従
事
す
る
も
の
と
す

場
合
に
お
い
て
、
専
任
教
員
は
、
当
該
大
学
以
外
に
お
け
る
教
育
研
究
活
動
そ
の

る
。

他
の
活
動
の
状
況
を
考
慮
し
、
当
該
大
学
に
お
い
て
教
育
研
究
を
担
当
す
る
に
支

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
は
、
教
育
研
究
上
特
に
必
要
が
あ
り
、
か

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
、
当
該
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
当
該
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
以
外
の
業
務
に
従
事
す
る
者
を
、
当
該
大

学
の
専
任
教
員
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
専
任
教
員
数
）

（
専
任
教
員
数
）

第
十
三
条

大
学
に
お
け
る
専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
当
該
大
学
に
置

第
十
三
条

大
学
に
お
け
る
専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
当
該
大
学
に
置

く
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
教
授
、
准
教
授
、
講
師
又
は
助
教
の
数

く
学
部
の
種
類
に
応
じ
定
め
る
数
と
別
表
第
二
に
よ
り
大
学
全
体
の
収
容
定
員
に

と
別
表
第
二
に
よ
り
大
学
全
体
の
収
容
定
員
に
応
じ
定
め
る
教
授
、
准
教
授
、
講

応
じ
定
め
る
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
。

師
又
は
助
教
の
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
。

（
教
授
の
資
格
）

（
教
授
の
資
格
）

第
十
四
条

教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

第
十
四
条

教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

、
か
つ
、
大
学
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の
能
力
を
有

、
か
つ
、
大
学
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の
能
力
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

大
学
に
お
い
て
教
授
、
准
教
授
又
は
専
任
の
講
師
の
経
歴
（
外
国
に
お
け
る

四

大
学
に
お
い
て
教
授
、
助
教
授
又
は
専
任
の
講
師
の
経
歴
（
外
国
に
お
け
る

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
教
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。
）
の
あ
る
者

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
教
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。
）
の
あ
る
者

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）
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（
准
教
授
の
資
格
）

（
助
教
授
の
資
格
）

第
十
五
条

准
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

第
十
五
条

助
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
か
つ
、
大
学
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の
能
力
を

し
、
か
つ
、
大
学
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の
能
力
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

大
学
に
お
い
て
助
教
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
と
し
て
の
経
歴
（
外
国
に
お

二

大
学
に
お
い
て
助
手
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
と
し
て
の
経
歴
（
外
国
に
お

け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。
）
の
あ
る
者

け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。
）
の
あ
る
者

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
講
師
の
資
格
）

（
講
師
の
資
格
）

第
十
六
条

講
師
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
十
六
条

講
師
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。

一

第
十
四
条
又
は
前
条
に
規
定
す
る
教
授
又
は
准
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る

一

第
十
四
条
又
は
前
条
に
規
定
す
る
教
授
又
は
助
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る

者

者

二

（
略
）

二

（
略
）

（
助
教
の
資
格
）

第
十
六
条
の
二

助
教
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

（
新
設
）

当
し
、
か
つ
、
大
学
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の
能
力

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

一

第
十
四
条
各
号
又
は
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

二

修
士
の
学
位
（
医
学
を
履
修
す
る
課
程
、
歯
学
を
履
修
す
る
課
程
、
薬
学
を

履
修
す
る
課
程
の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
す
る
も
の
又
は
獣
医
学
を
履
修
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
、

学
士
の
学
位
）
又
は
学
位
規
則
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
専
門
職
学
位
（
外
国

に
お
い
て
授
与
さ
れ
た
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
位
を
含
む
。
）
を
有
す
る
者

三

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

別
表
第
一

学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
専
任
教
員
数
（
第
十
三
条
関
係
）

別
表
第
一

学
部
の
種
類
に
応
じ
定
め
る
専
任
教
員
数
（
第
十
三
条
関
係
）

イ

医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
学
部
以
外
の
学
部
に
係
る
も
の

イ

医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
学
部
以
外
の
学
部
に
係
る
も
の

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一

こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
の
半
数
以
上
は
原
則
と
し
て
教
授
と
す
る
（
別
表

一

こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
は
教
授
、
助
教
授
又
は
講
師
の
数
を
示
し
、
そ
の

第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

合
計
数
の
半
数
以
上
は
原
則
と
し
て
教
授
と
す
る
（
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

二

こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
に
は
、
第
十
一
条
の
授
業
を
担
当
し
な
い
教
員
を

（
新
設
）

含
ま
な
い
も
の
と
す
る
（
以
下
ロ
の
表
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

三
～
十
一

（
略
）

二
～
十

（
略
）

ロ

医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
も
の

ロ

医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
も
の

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考
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一

こ
の
表
に
定
め
る
医
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
数
の
う
ち
教
授
、

一

こ
の
表
に
定
め
る
医
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
数
の
う
ち
教
授
、

准
教
授
又
は
講
師
の
合
計
数
は
、
六
十
人
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
三
十
人
以
上

助
教
授
又
は
講
師
の
合
計
数
は
、
六
十
人
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
三
十
人
以
上

は
教
授
と
す
る
。

は
教
授
と
す
る
。

二

こ
の
表
に
定
め
る
歯
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
数
の
う
ち
、
教
授

二

こ
の
表
に
定
め
る
歯
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
数
の
う
ち
、
教
授

、
准
教
授
又
は
講
師
の
合
計
数
は
、
三
十
六
人
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
十
八
人

、
助
教
授
又
は
講
師
の
合
計
数
は
、
三
十
六
人
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
十
八
人

以
上
は
教
授
と
す
る
。

以
上
は
教
授
と
す
る
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）
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◎
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

教
育
課
程
（
第
十
条
の
二

第
十
五
条
）

第
五
章

教
育
方
法
等
（
第
十
一
条

第
十
五
条
）

－
－

第
六
章
～
第
十
章

（
略
）

第
六
章
～
第
十
章

（
略
）

附
則

附
則

(

教
育
研
究
上
の
目
的
の
公
表
等
）

第
一
条
の
二

大
学
院
は
、
研
究
科
又
は
専
攻
ご
と
に
、
人
材
の
養
成
に
関
す
る
目

（
新
設
）

的
そ
の
他
の
教
育
研
究
上
の
目
的
を
学
則
等
に
定
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）

（
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）

第
七
条
の
三

学
校
教
育
法
第
六
十
六
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
研
究
科
以
外
の
教

第
七
条
の
三

学
校
教
育
法
第
六
十
六
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
研
究
科
以
外
の
教

育
研
究
上
の
基
本
と
な
る
組
織
（
以
下
「
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
」
と
い
う
。

育
研
究
上
の
基
本
と
な
る
組
織
（
以
下
「
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
」
と
い
う
。

）
は
、
当
該
大
学
院
の
教
育
研
究
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
有
益
か
つ
適
切
で

）
は
、
当
該
大
学
の
教
育
研
究
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
有
益
か
つ
適
切
で
あ

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
と

と
す
る
。

す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
教
員
組
織
）

（
教
員
組
織
）

第
八
条

大
学
院
に
は
、
そ
の
教
育
研
究
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
研
究
科
及

第
八
条

大
学
院
に
は
、
研
究
科
及
び
専
攻
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
、
教
育
研
究

び
専
攻
の
規
模
並
び
に
授
与
す
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
に
応
じ
、
必
要
な
教
員

上
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

大
学
院
は
、
教
員
の
適
切
な
役
割
分
担
及
び
連
携
体
制
を
確
保
し
、
組
織
的
な

（
新
設
）

教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
特
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

博
士
課
程
（
前
期
二
年
及
び
後
期
三
年
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お
け

（
新
設
）

る
前
期
二
年
の
課
程
を
除
く
。
）
を
担
当
す
る
教
員
は
、
教
育
研
究
上
支
障
を
生

じ
な
い
場
合
に
は
、
一
個
の
専
攻
に
限
り
、
修
士
課
程
を
担
当
す
る
教
員
の
う
ち

前
項
第
二
号
の
資
格
を
有
す
る
者
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
一
定
規
模
数
以
上
の
入
学
定
員
の
大
学
院
研
究
科
の
教
員
組
織
）

（
一
定
規
模
数
以
上
の
入
学
定
員
の
大
学
院
研
究
科
の
教
員
組
織
）

第
九
条
の
二

研
究
科
の
基
礎
と
な
る
学
部
の
学
科
の
数
を
当
該
研
究
科
の
専
攻
の

第
九
条
の
二

研
究
科
の
基
礎
と
な
る
学
部
の
学
科
の
数
を
当
該
研
究
科
の
専
攻
の

数
と
み
な
し
て
算
出
さ
れ
る
一
個
の
専
攻
当
た
り
の
入
学
定
員
が
、
専
門
分
野
ご

数
と
み
な
し
て
算
出
さ
れ
る
一
個
の
専
攻
当
た
り
の
入
学
定
員
が
、
専
門
分
野
ご

と
に
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
数
（
以
下
「
一
定
規
模
数
」
と
い
う
。
）
以

と
に
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
数
（
以
下
「
一
定
規
模
数
」
と
い
う
。
）
以

上
の
場
合
に
は
、
当
該
研
究
科
に
置
か
れ
る
前
条
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
、
一

上
の
場
合
に
は
、
当
該
研
究
科
に
置
か
れ
る
前
条
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
、
一

定
規
模
数
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
当
該
一
定
規
模
数
ご
と
に
一
人
を
、
大
学
設

定
規
模
数
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
当
該
一
定
規
模
数
ご
と
に
一
人
を
、
大
学
設

置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
十
三
条
に
定
め
る
専
任
教

置
基
準
第
十
三
条
に
定
め
る
専
任
教
員
の
数
に
算
入
で
き
な
い
教
員
と
す
る
。

員
の
数
に
算
入
で
き
な
い
教
員
と
す
る
。

第
五
章

教
育
課
程

第
五
章

教
育
方
法
等

（
教
育
課
程
の
編
成
方
針
）

第
十
条
の
二

大
学
院
は
、
そ
の
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
授
業

（
新
設
）

科
目
を
開
設
す
る
と
と
も
に
学
位
論
文
の
作
成
等
に
対
す
る
指
導
（
以
下
「
研
究

指
導
」
と
い
う
。
）
の
計
画
を
策
定
し
、
体
系
的
に
教
育
課
程
を
編
成
す
る
も
の

と
す
る
。

２

教
育
課
程
の
編
成
に
当
た
つ
て
は
、
大
学
院
は
、
専
攻
分
野
に
関
す
る
高
度
の

専
門
的
知
識
及
び
能
力
を
修
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
専
攻
分
野
に
関
連
す
る

分
野
の
基
礎
的
素
養
を
涵
養
す
る
よ
う
適
切
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
授
業
及
び
研
究
指
導
）

（
授
業
及
び
研
究
指
導
）

第
十
一
条

大
学
院
の
教
育
は
、
授
業
科
目
の
授
業
及
び
研
究
指
導
に
よ
つ
て
行
う

第
十
一
条

大
学
院
の
教
育
は
、
授
業
科
目
の
授
業
及
び
学
位
論
文
の
作
成
等
に
対

も
の
と
す
る
。

す
る
指
導
（
以
下
「
研
究
指
導
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
一
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
二
以
上
の
方
法
の
併
用
に
よ
り
行
う
場
合
の
単
位
の

計
算
基
準
）

第
十
二
条
の
二

大
学
院
が
、
一
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
、
講
義
、
演
習
、
実
験
、

（
新
設
）

実
習
又
は
実
技
の
う
ち
二
以
上
の
方
法
の
併
用
に
よ
り
行
う
場
合
の
単
位
数
を
計

算
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
応
じ
、
第
十
五
条
に
よ
り
準
用
す

る
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
基
準
を
考
慮
し
て
大
学

が
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
つ
て
一
単
位
と
す
る
。

(

成
績
評
価
基
準
等
の
明
示
等
）

第
十
四
条
の
二

大
学
院
は
、
学
生
に
対
し
て
、
授
業
及
び
研
究
指
導
の
方
法
及
び

（
新
設
）

内
容
並
び
に
一
年
間
の
授
業
及
び
研
究
指
導
の
計
画
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
も

の
と
す
る
。

２

大
学
院
は
、
学
修
の
成
果
及
び
学
位
論
文
に
係
る
評
価
並
び
に
修
了
の
認
定
に

当
た
つ
て
は
、
客
観
性
及
び
厳
格
性
を
確
保
す
る
た
め
、
学
生
に
対
し
て
そ
の
基

準
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
基
準
に
し
た
が
つ
て
適
切
に
行
う

も
の
と
す
る
。
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（
教
育
内
容
等
の
改
善
の
た
め
の
組
織
的
な
研
修
等
）

第
十
四
条
の
三

大
学
院
は
、
当
該
大
学
院
の
授
業
及
び
研
究
指
導
の
内
容
及
び
方

（
新
設
）

法
の
改
善
を
図
る
た
め
の
組
織
的
な
研
修
及
び
研
究
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

課
程
の
修
了
要
件
等

第
六
章

課
程
の
修
了
要
件
等

（
修
士
課
程
の
修
了
要
件
）

（
修
士
課
程
の
修
了
要
件
）

第
十
六
条

修
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
大
学
院
に
二
年
（
二
年
以
外
の
標
準
修

第
十
六
条

修
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
大
学
院
に
二
年
（
二
年
以
外
の
標
準
修

業
年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学
生
の
履
修
上
の
区
分
に
あ
つ
て
は
、
当

業
年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学
生
の
履
修
上
の
区
分
に
あ
つ
て
は
、
当

該
標
準
修
業
年
限
）
以
上
在
学
し
、
三
十
単
位
以
上
を
修
得
し
、
か
つ
、
必
要
な

該
標
準
修
業
年
限
）
以
上
在
学
し
、
三
十
単
位
以
上
を
修
得
し
、
か
つ
、
必
要
な

研
究
指
導
を
受
け
た
上
、
当
該
修
士
課
程
の
目
的
に
応
じ
、
当
該
大
学
院
の
行
う

研
究
指
導
を
受
け
た
上
、
当
該
大
学
院
の
行
う
修
士
論
文
の
審
査
及
び
試
験
に
合

修
士
論
文
又
は
特
定
の
課
題
に
つ
い
て
の
研
究
の
成
果
の
審
査
及
び
試
験
に
合
格

格
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
在
学
期
間
に
関
し
て
は
、
優
れ
た
業
績
を
上
げ

す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
在
学
期
間
に
関
し
て
は
、
優
れ
た
業
績
を
上
げ
た

た
者
に
つ
い
て
は
、
大
学
院
に
一
年
以
上
在
学
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

者
に
つ
い
て
は
、
大
学
院
に
一
年
以
上
在
学
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

（
削
除
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
修
士
課
程
の
目
的
に
応
じ
適
当
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
特
定
の
課
題
に
つ
い
て
の
研
究
の
成
果
の
審
査
を
も
つ
て
修
士
論
文
の

審
査
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
教
員
組
織
）

（
授
業
科
目
の
担
当
）

第
二
十
条

短
期
大
学
は
、
そ
の
教
育
研
究
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

第
二
十
条

教
育
上
主
要
と
認
め
ら
れ
る
授
業
科
目
（
以
下
「
主
要
授
業
科
目
」
と

学
科
の

授
与
す
る
学
位
の
分
野
に
応
じ
、
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

い
う
。
）
は
、
原
則
と
し
て
専
任
の
教
授
又
は
助
教
授
が
担
当
す
る
も
の
と
し
、

規
模
及
び

主
要
授
業
科
目
以
外
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
も
な
る
べ
く
専
任
の
教
授
、
助
教
授

又
は
講
師
が
担
当
す
る
も
の
と
す
る
。

２

短
期
大
学
は
、
教
育
研
究
の
実
施
に
当
た
り
、
教
員
の
適
切
な
役
割
分
担
の
下

２

演
習
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
助
手
に
補
助
さ
せ
る

で
、
組
織
的
な
連
携
体
制
を
確
保
し
、
教
育
研
究
に
係
る
責
任
の
所
在
が
明
確
に

も
の
と
す
る
。

な
る
よ
う
に
教
員
組
織
を
編
制
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
授
業
科
目
の
担
当
）

第
二
十
条
の
二

短
期
大
学
は
、
教
育
上
主
要
と
認
め
る
授
業
科
目
（
以
下
「
主
要

（
新
設
）

授
業
科
目
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
専
任
の
教
授
又
は
准
教
授
に

、
主
要
授
業
科
目
以
外
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
な
る
べ
く
専
任
の
教
授
、
准
教

授
、
講
師
又
は
助
教
に
担
当
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

短
期
大
学
は
、
演
習
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
を
伴
う
授
業
科
目
に
つ
い
て
は

、
な
る
べ
く
助
手
に
補
助
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
専
任
教
員
）

第
二
十
一
条
の
二

教
員
は
、
一
の
短
期
大
学
に
限
り
、
専
任
教
員
と
な
る
も
の
と

（
新
設
）

す
る
。

２

専
任
教
員
は
、
専
ら
前
項
の
短
期
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
に
従
事
す
る
も
の

と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
短
期
大
学
は
、
教
育
研
究
上
特
に
必
要
が
あ
り

、
か
つ
、
当
該
短
期
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
当
該
短
期
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
以
外
の
業
務
に
従
事
す
る

者
を
、
当
該
短
期
大
学
の
専
任
教
員
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
専
任
教
員
数
）

（
専
任
教
員
数
）

第
二
十
二
条

専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
定
め
る
教
授
、
准
教
授
、
講

第
二
十
二
条

専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
数
以
上
と
す
る
。

師
又
は
助
教
の
数
以
上
と
す
る
。

（
教
授
の
資
格
）

（
教
授
の
資
格
）

第
二
十
三
条

教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

第
二
十
三
条

教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
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し
、
か
つ
、
短
期
大
学
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の
能

し
、
か
つ
、
短
期
大
学
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の
能

力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

大
学
（
短
期
大
学
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て

五

大
学
（
短
期
大
学
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て

教
授
、
准
教
授
又
は
専
任
の
講
師
の
経
歴
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す

教
授
、
助
教
授
又
は
専
任
の
講
師
の
経
歴
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す

る
教
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。
）
の
あ
る
者

る
教
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。
）
の
あ
る
者

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
准
教
授
の
資
格
）

（
助
教
授
の
資
格
）

第
二
十
四
条

准
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

第
二
十
四
条

助
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
か
つ
、
短
期
大
学
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の

当
し
、
か
つ
、
短
期
大
学
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の

能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
助
教
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
と
し
て

二

大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
助
手
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
と
し
て

の
経
歴
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。

の
経
歴
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。

）
の
あ
る
者

）
の
あ
る
者

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
講
師
の
資
格
）

（
講
師
の
資
格
）

第
二
十
五
条

講
師
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

第
二
十
五
条

講
師
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。

す
る
者
と
す
る
。

一

第
二
十
三
条
又
は
前
条
に
規
定
す
る
教
授
又
は
准
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き

一

第
二
十
三
条
又
は
前
条
に
規
定
す
る
教
授
又
は
助
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き

る
者

る
者

二

（
略
）

二

（
略
）

（
助
教
の
資
格
）

第
二
十
五
条
の
二

助
教
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

（
新
設
）

該
当
し
、
か
つ
、
短
期
大
学
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上

の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

一

第
二
十
三
条
各
号
又
は
第
二
十
四
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

二

修
士
の
学
位
（
医
学
を
履
修
す
る
課
程
、
歯
学
を
履
修
す
る
課
程
、
薬
学
を

履
修
す
る
課
程
の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
す
る
も
の
又
は
獣
医
学
を
履
修
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
、

学
士
の
学
位
）
又
は
学
位
規
則
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
専
門
職
学
位
（
外
国

に
お
い
て
授
与
さ
れ
た
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
位
を
含
む
。
）
を
有
す
る
者

三

特
定
の
分
野
に
つ
い
て
、
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

別
表
第
一
（
第
二
十
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
十
二
条
関
係
）

イ

学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
専
任
教
員
数

イ

学
科
の
種
類
に
応
じ
定
め
る
教
員
数

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考
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一

こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
の
三
割
以
上
は
教
授
と
す
る
（
ロ
の
表
に
お
い
て

一

こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
は
、
教
授
、
助
教
授
又
は
講
師
の
数
を
示
し
、
そ

同
じ
。
）
。

の
三
割
以
上
は
教
授
と
す
る
（
ロ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

二

こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
に
は
、
第
二
十
一
条
の
授
業
を
担
当
し
な
い
教
員

（
新
設
）

を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
（
ロ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

三
～
十
一

（
略
）

二
～
十

（
略
）
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◎
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
教
員
組
織
）

（
教
員
組
織
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

高
等
専
門
学
校
は
、
教
育
の
実
施
に
当
た
り
、
教
員
の
適
切
な
役
割
分
担
の
下

（
新
設
）

で
、
組
織
的
な
連
携
体
制
を
確
保
し
、
教
育
に
係
る
責
任
の
所
在
が
明
確
に
な
る

よ
う
に
教
員
組
織
を
編
制
す
る
も
の
と
す
る
。

６

高
等
専
門
学
校
は
、
教
育
研
究
水
準
の
維
持
向
上
及
び
教
育
研
究
の
活
性
化
を

５

高
等
専
門
学
校
は
、
教
育
研
究
水
準
の
維
持
向
上
及
び
教
育
研
究
の
活
性
化
を

図
る
た
め
、
教
員
の
構
成
が
特
定
の
範
囲
の
年
齢
に
著
し
く
偏
る
こ
と
の
な
い
よ

図
る
た
め
、
教
員
の
構
成
が
特
定
の
範
囲
の
年
齢
に
著
し
く
偏
る
こ
と
の
な
い
よ

う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

高
等
専
門
学
校
は
、
演
習
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
を
伴
う
授
業
科
目
に

第
七
条

高
等
専
門
学
校
に
は
、
演
習
、
実
験
・
実
習
又
は
実
技
に
つ
い
て
補
助
さ

つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
助
手
に
補
助
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

せ
る
た
め
に
必
要
な
相
当
数
の
専
任
の
助
手
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

専
門
科
目
を
担
当
す
る
専
任
の
教
授
及
び
准
教
授
の
数
は
、
一
般
科
目
を

第
八
条

専
門
科
目
を
担
当
す
る
専
任
の
教
授
及
び
助
教
授
の
数
は
、
一
般
科
目
を

担
当
す
る
専
任
教
員
数
と
専
門
科
目
を
担
当
す
る
専
任
教
員
数
と
の
合
計
数
の
二

担
当
す
る
専
任
教
員
数
と
専
門
科
目
を
担
当
す
る
専
任
教
員
数
と
の
合
計
数
の
二

分
の
一
を
下
つ
て
は
な
ら
な
い
。

分
の
一
を
下
つ
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条

教
員
は
、
一
の
高
等
専
門
学
校
に
限
り
、
専
任
教
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

教
員
は
、
一
の
高
等
専
門
学
校
に
限
り
、
専
任
教
員
と
な
る
も
の
と
す
る

２

専
任
教
員
は
、
専
ら
前
項
の
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
に
従
事
す
る
も
の

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
専
任
教
員
は
、
当
該
高
等
専
門
学
校
以
外
に
お
け
る
教

と
す
る
。

育
研
究
活
動
そ
の
他
の
活
動
の
状
況
を
考
慮
し
、
当
該
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
等
専
門
学
校
は
、
教
育
上
特
に
必
要
が
あ
り

教
育
研
究
を
担
当
す
る
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
か
つ
、
当
該
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
当
該
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
以
外
の
業
務
に
従
事
す
る

者
を
、
当
該
高
等
専
門
学
校
の
専
任
教
員
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
教
授
の
資
格
）

（
教
授
の
資
格
）

第
十
一
条

教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

第
十
一
条

教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

、
か
つ
、
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の

、
か
つ
、
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上
の

能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

大
学
（
短
期
大
学
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て

三

大
学
（
短
期
大
学
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て

教
授
、
准
教
授
又
は
専
任
の
講
師
の
経
歴
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す

教
授
、
助
教
授
又
は
専
任
の
講
師
の
経
歴
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す

る
教
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。
）
の
あ
る
者

る
教
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。
）
の
あ
る
者

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）
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（
准
教
授
の
資
格
）

（
助
教
授
の
資
格
）

第
十
二
条

准
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

第
十
二
条

助
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
か
つ
、
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上

し
、
か
つ
、
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
上

の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
助
教
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
と
し
て

二

大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
助
手
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
と
し
て

の
経
歴
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。

の
経
歴
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
の
経
歴
を
含
む
。

）
の
あ
る
者

）
の
あ
る
者

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
講
師
の
資
格
）

（
講
師
の
資
格
）

第
十
三
条

講
師
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
十
三
条

講
師
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。

一

第
十
一
条
又
は
前
条
に
規
定
す
る
教
授
又
は
准
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る

一

第
十
一
条
又
は
前
条
に
規
定
す
る
教
授
又
は
助
教
授
と
な
る
こ
と
の
で
き
る

者

者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
助
教
の
資
格
）

第
十
三
条
の
二

助
教
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

（
新
設
）

当
し
、
か
つ
、
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育

上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。

一

第
十
一
条
各
号
又
は
第
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

二

修
士
の
学
位
（
医
学
を
履
修
す
る
課
程
、
歯
学
を
履
修
す
る
課
程
、
薬
学
を

履
修
す
る
課
程
の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
す
る
も
の
又
は
獣
医
学
を
履
修
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
、

学
士
の
学
位
）
又
は
学
位
規
則
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
専
門
職
学
位
（
外
国

に
お
い
て
授
与
さ
れ
た
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
位
を
含
む
。
）
を
有
す
る
者

三

特
定
の
分
野
に
つ
い
て
、
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
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◎
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
専
任
教
員
数
）

（
専
任
教
員
数
）

第
九
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
四
条
に
規
定

第
九
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
四
条
に
規
定

す
る
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
学
部
（
以
下
「
通
信
教
育
学
部
」
と
い
う
。
）
に

す
る
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
学
部
（
以
下
「
通
信
教
育
学
部
」
と
い
う
。
）
に

お
け
る
専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
定
め
る
教
授
、
准
教
授
、
講
師
又

お
け
る
専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

は
助
教
の
数
以
上
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
第
一

通
信
教
育
学
部
の
専
任
教
員
数
（
第
九
条
関
係
）

別
表
第
一

通
信
教
育
学
部
の
専
任
教
員
数
（
第
九
条
関
係
）

（
略
）

(

略
）

備
考

備
考

一

こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
の
半
数
以
上
は
原
則
と
し
て
教
授
と
す
る
。

一

こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
は
、
教
授
、
助
教
授
又
は
講
師
の
数
を
示
し
、
そ

の
合
計
の
半
数
以
上
は
原
則
と
し
て
教
授
と
す
る
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）
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◎
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
専
任
教
員
数
）

（
専
任
教
員
数
）

第
九
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
九
条
の
二
第

第
九
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
九
条
の
二
第

六
項
に
規
定
す
る
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
学
科
（
以
下
「
通
信
教
育
学
科
」
と

六
項
に
規
定
す
る
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
学
科
（
以
下
「
通
信
教
育
学
科
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
定
め
る
教
授
、
准
教

い
う
。
）
に
お
け
る
専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

授
、
講
師
又
は
助
教
の
数
以
上
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
第
一

第
九
条
関
係

別
表
第
一

第
九
条
関
係

（
略
）

(

略
）

備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）

二

こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
の
三
割
以
上
は
原
則
と
し
て
教
授
と
す
る
。

二

こ
の
表
に
定
め
る
教
員
数
は
、
教
授
、
助
教
授
又
は
講
師
の
数
を
示
し
、
そ

の
三
割
以
上
は
原
則
と
し
て
教
授
と
す
る
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）
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◎
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令

第
二
十
八
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
数
及
び
大
学
院
設
置
基
準
（

第
二
十
八
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
数
及
び
大
学
院
設
置
基
準
（

昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
数

昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
数
に
算
入

に
算
入
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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◎
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
八
条

校
長
（
学
長
及
び
高
等
専
門
学
校
の
校
長
を
除
く
。
）
の
資
格
は
、
次
の

第
八
条

校
長
（
学
長
及
び
高
等
専
門
学
校
の
校
長
を
除
く
。
）
の
資
格
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ
る
教
諭
の

一

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ
る
教
諭
の

専
修
免
許
状
又
は
一
種
免
許
状
（
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
校
長
に
あ

専
修
免
許
状
又
は
一
種
免
許
状
（
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
校
長
に
あ

つ
て
は
、
専
修
免
許
状
）
を
有
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
職
（
以
下
「
教
育
に

つ
て
は
、
専
修
免
許
状
）
を
有
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
職
（
以
下
「
教
育
に

関
す
る
職
」
と
い
う
。
）
に
五
年
以
上
あ
つ
た
こ
と

関
す
る
職
」
と
い
う
。
）
に
五
年
以
上
あ
つ
た
こ
と

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
教
授
、
准
教
授
、
助
教
、
教
頭

ロ

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
教
授
、
助
教
授
、
教
頭
、
教
諭

、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
講
師
（
常
時

、
助
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
講
師
（
常
時
勤
務
の

勤
務
の
者
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
専
修
学
校

者
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
教
員

の
教
員
（
以
下
本
条
中
「
教
員
」
と
い
う
。
）
の
職

（
以
下
本
条
中
「
教
員
」
と
い
う
。
）
の
職

ハ
～
ヌ

（
略
）

ハ
～
ヌ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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◎
博
物
館
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
無
試
験
認
定
の
受
験
資
格
）

（
無
試
験
認
定
の
受
験
資
格
）

第
九
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
無
試
験
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

第
九
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
無
試
験
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

大
学
に
お
い
て
博
物
館
に
関
す
る
科
目
に
関
し
二
年
以
上
教
授
、
准
教
授
、

二

大
学
に
お
い
て
博
物
館
に
関
す
る
科
目
に
関
し
二
年
以
上
教
授
、
助
教
授
又

助
教
又
は
講
師
の
職
に
あ
つ
た
者

は
講
師
の
職
に
あ
つ
た
者

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）


	学校教育法施行規則等の一部を改正する省令新旧対照表
	◎大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）
	◎大学院設置基準（昭和四十九年文部省令第二十八号）
	◎短期大学設置基準（昭和五十年文部省令第二十一号）
	◎高等専門学校設置基準（昭和三十六年文部省令第二十三号）
	◎大学通信教育設置基準（昭和五十六年文部省令第三十三号）
	◎短期大学通信教育設置基準（昭和五十七年文部省令第三号）
	◎専門職大学院設置基準（平成十五年文部科学省令第十六号）
	◎学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）
	◎博物館法施行規則（昭和三十年文部省令第二十四号）


